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（注）「決議の省略」により開催する場合の、招集手続きの考え方について

　　　議案に「同意」「異議がない」の中には、『招集手続きの省略も認める』ことを含んでいるため、

　　決議の省略で開催することについて、別途、同意を得ることは必要ありません。

　（「対面開催が必要」と考える場合に備え、同意事項に「決議の省略の実施」を加えることは可能です。）

決算等の重要事項に係る決議の省略に関する流れ（イメージ）
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【計算書類等の備え置きについて】

法第45条の32により、計算書類等を定

時『評議員会の日の２週間前の日』」から

主たる事務所に備え置かなければなりま

せん。

ただし、決議の省略による開催の場合の

起算日については、同条の括弧書きが適

用されるため、各評議員へ提案した日（＝

提案書の記載された日付）になります。

なお、事前提案による意見集約と回答

に時間を必要とするので、一定の期間が

確保されるものと考えています。

【決議の省略の基本的な考え方】

決議の省略は、

・必ずしも討議が必要とはいえない

・迅速性を必要とする

議案について、例外的な事務処理と

して、決議を省略するものです。

このため、ここで示す流れは、新型

コロナ感染拡大対策等の非常時

に限った扱いとなります。

なお、基本財産を追加する定款変

更など、討議の必要性が低いも

のは、１回の手続き（例３～７、例 ９

～11を参考)によることができます。送
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回
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決議の省略に関する事務処理例
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